
臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）

申
請
期
限
は
10
月
10
日
㈫(

必
着)

　

給
付
金
の
対
象
と
な
る
可
能
性
の

あ
る
人
に
は
、
随
時
、
申
請
書
類
な

ど
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
書
類
が
届
い
て
い
な

い
人
で
対
象
と
な
る
と
思
わ
れ
る
場

合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

振
り
込
め
詐
欺
や
個
人
　
　

　
情
報
の
詐
取
に
ご
注
意

問
合
先

【
給
付
金
制
度
に
つ
い
て
】

　

厚
生
労
働
省
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０（
０
３
７
）１
９
２

【
申
請
方
法
な
ど
に
つ
い
て
】

　

福
祉
政
策
課
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ

ル

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
６
３

介
護
予
防
教
室

「
四
つ
葉
教
室
」

　

体
操
教
室
を
毎
月
第
２
火
曜
日
定

例
で
開
催
し
ま
す
。
介
護
に
関
す
る

学
習
や
介
護
相
談
も
あ
り
ま
す
。

と
き　

６
月
13
日
㈫

　

午
前
10
時
30
分
～
11
時
30
分

と
こ
ろ　

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
市

民
プ
ラ
ザ
内
）

費
用　

無
料

問
合
先　

門
真
第
４
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
２（
８
８
７
）６
５
４
０

介
護
予
防
教
室

住
宅
改
修
で
の
介
護
負
担

の
軽
減
に
つ
い
て

と
き

　

６
月
24
日
㈯
午
前
10
時
～
11
時

と
こ
ろ　

市
民
交
流
会
館
・
中
塚
荘

講
師　

木
村
麻
暉
（
福
祉
用
具
専
門

相
談
員
）

定
員　

48
人
（
申
込
順
）

費
用　

無
料

申
込
方
法　

６
月
１
日
㈭
か
ら
電
話

申
込
・
問
合
先　

門
真
第
１
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー　

　

☎
０
６（
６
７
８
０
）０
８
０
８

大
阪
府
主
催
離
職
者
等
再
就
職

訓
練
受
講
生
募
集（
託
児
、ひ
と

り
親
家
庭
の
父
母
優
先
枠
付
き
）

と
き
・
と
こ
ろ
・
内
容

◦
介
護
職
員
初
任
者
養
成
研
修
科
…

９
月
１
日
㈮
～
10
月
31
日
㈫
の
午

前
９
時
45
分
～
午
後
４
時
25
分
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
あ
す
な
ろ
ふ
く
し
の

学
校
福
島
駅
前
教
室
（
大
阪
市
福

島
区
福
島
５
丁
目
14
︲
６
福
島
阪

神
ク
レ
セ
ン
ト
ビ
ル
）

◦
経
理
事
務
基
礎
科
…
９
月
１
日
㈮

～
11
月
30
日
㈭
の
午
前
10
時
～
午

後
４
時
30
分
、
Ｓ
Ｂ
キ
ャ
リ
ア
カ

レ
ッ
ジ
梅
田
校
（
大
阪
市
北
区
梅

田
１
丁
目
１
︲
３
大
阪
駅
前
第
３

ビ
ル
）

◦
パ
ソ
コ
ン
事
務
＋
Ｗ
ｅ
ｂ
基
礎
科

…
９
月
１
日
㈮
～
11
月
30
日
㈭
の

午
前
10
時
～
午
後
４
時
30
分
、
Ｓ

Ｂ
キ
ャ
リ
ア
カ
レ
ッ
ジ
梅
田
校

※
土
・
日
曜
日
は
休
講

定
員　

各
30
人

※
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
母
優
先
枠
は

各
５
人
。
対
象
な
ど
詳
し
く
は
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
門
真
で
確
認

※
託
児
の
対
象
は
６
カ
月
～
就
学
前

の
児
童

費
用　

無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
は
自
己
負
担

申
込
方
法　

６
月
27
日
㈫
～
７
月
14

日
㈮
に
原
則
、
居
住
地
を
管
轄
す

る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
申
し
込
み

選
考
試
験
日　

７
月
28
日
㈮

選
考
内
容　

筆
記
試
験
（
国
語
、
数

学
）
、
個
別
面
接

※
詳
し
く
は
、
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（

http://www.pref.osaka.lg.jp/

）

参
照

問
合
先　

府
人
材
育
成
課

　

☎
０
６（
６
２
１
０
）９
５
３
０

◆個人情報取扱事務などの届出状況

実施機関 個人情報取扱 
事務届出件数

目的外利用等 
届出件数

市長 ８ 95

教育委員会 ３ 56

合計 11 151

※選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価
審査委員会、水道事業管理者、議会についての届出はなし

◆請求・処理状況

受付件数 22

処
理
状
況

開示 ５

部分開示 ８

不開示 ０

存否不応答 ０

不存在 ９

訂正承認・不承認 ０

利用停止承認・不承認 ０

取下げ １

合計 23

◆実施機関別開示請求などの
　処理件数

実施機関 件数

市長 21

教育委員会 ２

合計 23

※選挙管理委員会、公平委員会、監
査委員、農業委員会、固定資産評
価審査委員会、水道事業管理者、
議会への請求はなし※選挙管理委員会、公平委員会、監査委

員、農業委員会、固定資産評価審査委
員会、議会への請求はなし

◆審査請求の処理状況（情報公開制度・個人情報保護制度）
　28年度は、実施機関の決定に対する審査請求はありませんでした。	

※複数内容の請求をまとめて受け付けている場合があるため、受付件数と処理件数は
異なる

※複数内容の請求をまとめて受け付けている場合があるため、受付件数と
処理件数は異なる

情報公開制度　個人情報保護制度
28年度　運用状況

　28年４月１日～29年３月31日の情
報公開・個人情報保護制度に基づく
届出・請求状況を公表します。	
　情報公開制度とは、市が保有する
情報を市民などからの請求に応じて
公開し、市民の信頼を確保し、協働
による市政運営を一層推進させるた
めの制度です。

　また、個人情報保護制度は、市が
保有する個人情報を適正に取り扱う
ための運用方法を定めるとともに、
市民などが自らの個人情報を確認し
たり、誤りを訂正できる権利などを
保障する制度です。
問合先　総務課
　☎０６(６９０２)５６８４

●情報公開制度●

●個人情報保護制度●
門真市

◆28年度の請求（申出）・処理状況
受付件数 60

処
理
状
況

開示 39

部分開示 36

開
示
拒
否

不開示 １

存否不応答 １

不存在 ６

取下げ ２

合計 85

◆28年度の実施機関別処理件数
実施機関 件数

市長 74
教育委員会 ８

水道事業管理者 ３
合計 85

29
年
度
男
女
共
同
参
画
週
間

講
演
会

　

内
閣
府
で
は
、
男
女
共
同
参
画
社

会
の
実
現
に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
取

り
組
み
が
全
国
で
行
わ
れ
る
よ
う
、

毎
年
６
月
23
日
～
29
日
を
「
男
女
共

同
参
画
週
間
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

29
年
度
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は

「
男
で
○
、
女
で
○
、
共
同
作
業
で

◎
。
」
と
し
、
市
で
も
講
演
会
を
開

催
す
る
こ
と
で
、
い
き
い
き
と
男
女

が
と
も
に
輝
く
男
女
共
同
参
画
都
市

の
形
成
を
め
ざ
し
ま
す
。

と
き　

６
月
27
日
㈫

　

午
後
６
時
～
８
時

※
当
日
会
場
へ
直
接

と
こ
ろ　

市
立
総
合
体
育
館

内
容　

小
説
家
が
描
く
男
女
の
個
性

講
師　

奈
須
崇
（
小
説
家
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
門
真
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ

ン
理
事
長
）

定
員　

２
０
０
人
（
先
着
順
）

費
用　

無
料

※
０
歳
～
未
就
学
児
の
保
育
あ
り
。

５
人
ま
で
。
６
月
17
日
㈯
ま
で
に

電
話

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先

　

女
性
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

☎
０
６（
６
９
０
０
）８
５
５
０

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人

権
１
１
０
番
」
強
化
週
間

　

法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
、

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」
を
設

置
し
、
子
ど
も
を
め
ぐ
る
人
権
問
題

の
相
談
を
受
け
る
な
ど
、
子
ど
も
の

人
権
問
題
の
解
決
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

次
の
日
程
で
強
化
週
間
を
実
施
し
、

皆
さ
ん
の
電
話
相
談
に
応
じ
ま
す
。

と
き

　

６
月
26
日
㈪
～
７
月
２
日
㈰
午
前

８
時
30
分
～
午
後
７
時

※
７
月
１
日
㈯
・
２
日
㈰
は
午
前
10

時
～
午
後
５
時　

相
談
員　

　

人
権
擁
護
委
員
、
法
務
局
職
員

相
談
先　

　

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

☎
０
１
２
０（
０
０
７
）１
１
０

問
合
先　

　

大
阪
法
務
局
人
権
擁
護
部

　

☎
０
６（
６
９
４
２
）９
４
９
６

人

権

第
20
回
大
阪
府
介
護
支
援

専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

と
き

　

10
月
８
日
㈰
午
前
10
時
～
正
午

※
実
施
場
所
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ

申
込
方
法　

６
月
19
日
㈪
ま
で
に
受

験
申
込
書
を
簡
易
書
留
で
郵
送
（

消
印
有
効
）

※
受
験
申
込
書
は
試
験
要
領
に
同
封

◆
試
験
要
領
の
配
布

配
布
時
期　

６
月
19
日
㈪
ま
で

配
布
場
所
　

　

高
齢
福
祉
課
、
府
守
口
保
健
所

問
合
先

　

一
般
財
団
法
人
大
阪
府
地
域
福
祉

推
進
財
団
ケ
ア
マ
ネ
係

　

☎
０
６（
６
７
６
３
）８
０
４
４

　府では、６月を「就職差別
撤廃月間」と定め、啓発事業
に取り組んでいます。
　就職の機会均等を保障する
ことの大切さについて、皆さ
んのご理解をお願いします。
　市でもこの月間にあわせて
啓発講座を開催します。
◆府相談事業就職差別110番
　採用面接時などの差別につ
いて、相談、関係機関の紹介
などを行います。
とき　６月14日㈬～16日㈮
　午前10時～午後６時
相談先
【専用電話】
　☎０６(６２１０)９５１８
【メール相談】
　 	rosei-g04@sbox.pref.osa
ka.lg.jp
※メール相談は６月中随時受
付

問合先　府雇用推進室
　☎０６(６９４１)０３５１

◆市啓発講座
　性的少数者の人権～LGBT

って知っていますか～
　性的指向や性自認に関する
少数者への偏見や差別につい
て理解を深めるための講演会
を開催します。
とき　６月７日㈬午後２時30
分～４時

ところ　保健福祉センター
講師
　北野真由美（特定非営利活
動法人えんぱわめんと堺／
ES代表理事）

定員　50人（申込順）
費用　無料
申込方法　電話またはFAX
※FAXの場合は市啓発講座の
申し込みと分かるように記
載

申込・問合先
　人権女性政策課
　☎０６(６９０２)６０７９
　FAX０６(６９０５)３２６４

６月は「就職差別撤廃月間」
就職差別させないしない 福

祉

福祉／人権 平成29年6月号
広報かどま5


